
      Ｂ．下取り車両の価格（「再資源化預託金等」及び「資金管理料金」は除く）

　　　Ｃ．車体本体価格(②)に係る消費税及び地方消費税の相当額

円③

④ 円

円

円

円

円

円

円

円

（注）入札書に記載する金額は⑪の１１０分の１００とする。
但し、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に１０％に相当する額を加算した金額（円未満端数切捨）をもって落札価格と
するが、落札価格と⑩の金額が一致しない場合には、一致するよう入札書に記載する金額の端数処理に十分留意すること。
【例】入札書に記載する金額＋１０％（円未満端数切捨）　＝　⑪「３．見積もった費用の合計金額（①＋⑤）」

　　　Ａ．車体本体価格

円

②

⑤

⑥

⑦

⑧

円　　（２）自動車損害賠償責任保険料（非課税）　　　　【　３７ヶ月分　　】

　　（３）自動車重量税（不課税）

　３．見積もった費用の合計金額（①＋⑤）

　　（１）リサイクル料金に係る総額（⑦＋⑧）

　２．その他諸経費に係る費用の総額（⑥＋⑨＋⑩）

⑨

⑩

⑪

　　　　　Ａ．資金管理料金（消費税及び地方消費税の相当額を含む。）

　　　　　Ｂ．再資源化等預託金及び情報管理預託金（不課税）

件名：官用車１台購入

内訳項目 金額

　１．車体本体に係る費用の総額（②＋④－③）

別添３－１
契約希望金額内訳表（入札書の添付書類）

①
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